
  

令和７年第７回（７月）袖ケ浦市教育委員会定例会議事録 

 

 

１ 開催日時  令和７年７月２３日（水）        午後２時３０分開会 

                            午後２時５２分閉会 

 

２ 開催場所  市役所北庁舎３階会議室３－２ 

 

３ 出席者   

教育長 鴇田 道雄 教育長職務代理者 中村 伸子 

委 員 髙野 隆晃 委 員 若林 洋子 

委 員 石井 正己 

  

４ 出席職員 

    

教育部長 高浦 正充 
教育部次長 

（教育総務課長） 
近藤 英明 

教育部参事 

（学校教育課長） 
鈴木 大介 生涯学習課長 長谷川 秀明 

スポーツ振興課長 大久保 治彦 学教育課副参事 南 啓介 

教育総務課副参事 浦邉 宜文 
教育総務課 

総務庶務班長 
柴﨑 美奈 

 

５ 傍聴定員と傍聴人数 

傍聴定員 ５人 

傍聴人数 ０人 

 

６ 議 題 

日程第１ 前回会議録の承認について 

 

日程第２ 今回会議録署名人の選出について 

 

日程第３ 教育長・教育部長報告 

 

日程第４ 議案 

議案第１号 令和８年度使用教科用図書の採択について 

 



  

 

７ 議 事 

   日程第１ 前回会議録の承認について 

 

（教育長） 

   令和７年第６回袖ケ浦市教育委員会定例会の会議録の承認について、賛成の挙手

を求めます。 

 

（教育長） 

   賛成全員で承認されました。 

 

 

 

日程第２ 今回会議録署名人の選出について 

 

（教育長） 

   若林委員を指名します。 

 

 

 

日程第３ 教育長・教育部長報告 

 

【教育長・部長・教育委員から報告】 

 

（髙野委員） 

子ども議会について、教育長と学校教育課長から話がありましたが、詳細につい

ては議会だよりなどで報告があるということでよろしいでしょうか。 

 

（教育部参事（学校教育課長）） 

市の広報でお知らせします。 

 

（髙野委員） 

特集が組まれるのですか。 

 

（教育部参事（学校教育課長）） 

特集は組まれません。 

 

（髙野委員） 

木更津市では、各学校の生徒会長が集まって話し合ったことが、広報に３、４ペ

ージ掲載されており見応えがあって良いと感じたので、袖ケ浦市でも掲載をしても



  

らえると良いと思います。働きかけが難しいと思いますが、ちょっとした記事であ

っても子どもにとって、やりがいが生まれるのではないかと思います。 

 

（教育部参事（学校教育課長）） 

ご意見を参考にしつつ、本市として何が適切か検討したいと思います。 

 

（髙野委員） 

青少年健全育成推進大会の実践発表で、子ども食堂のインタビューをしている箇

所があり、知人の親子が映っていましたが、その知人は映っていることを知らなか

ったということで、事前に動画に映っている相手に伝えてから動画編集をしている

のか疑問に思いました。 

デリケートな話題など、映像が使用されることを知らずにインタビューを受けて

いる場合、プライバシーの侵害問題などに発展する可能性も考えられます。 

動画を出すにあたっては、映る方の了解を得ることが必要だと思いますし、今の

時代は第三者が出る場合にはプライバシーの配慮が必要になるのではないかと思い

ます。その点だけよろしくお願いいたします。 

 

（生涯学習課長） 

実践発表で使用する映像等は、発表団体にお任せしております。 

来年度以降は、発表団体に対して発表資料についてプライバシーへの配慮がされ

ているか等、注意を呼び掛けてまいります。 

 

（髙野委員） 

   お願いします。 

 

 

 

日程第４ 議案 

議案第１号  令和８年度使用教科用図書の採択について 

 

 

（教育長） 

   議案第１号について事務局の説明を求めます。 

   

（学校教育課副参事） 

   議案書の１６ページをご覧ください。参考資料、別表１も併せてご覧ください。 

令和８年度使用教科用図書の採択について、別紙のとおりとしたいので、袖ケ浦

市教育委員会行政組織規則（昭和４６年教育委員会規則第５号）第５条第１５号の

規定により、袖ケ浦市教育委員会の議決を求めるものでございます。 

提案理由は、令和７年度教科用図書君津採択地区協議会の選定結果に基づき、令



  

和８年度に使用する義務教育諸学校における学校教育法第３４条および附則第９条

に規定する教科用図書を採択することについて、義務教育諸学校の教科用図書の無

償措置に関する法律第１３条第５項および第１４条の規定により、袖ケ浦市教育委

員会の議決を求めるものでございます。 

１７ページ別紙をご覧ください。令和８年度使用義務教育諸学校（市立小学校及

び中学校）の教科用図書を下記のとおり採択する。一つ、特別支援学級で使用する学

校教育法附則第９条による教科用図書については、令和７年度教科用図書君津採択

地区協議会の協議の結果に基づき、別表１のとおりとする。 

別表１は別綴じでございます。一覧になってございまして、×がついているもの

については、今回不採用とさせていただいております。審議のほど、よろしくお願い

いたします。 

 

（教育長） 

   委員に質疑を求めます。 

 

（髙野委員） 

別表１の備考欄に、「Ｒ８改定」と「Ｒ８」と「Ｒ８×」と「×」の４種類の印が

ありますが、意味を教えてください。 

 

（学校教育課副参事） 

「Ｒ８改定」は、教科書採択の過程の中で、令和８年度に新たに改定をされたもの

であると、ご承知いただければと思います。 

「Ｒ８×」については、今回の採択で不採択にしたもので、「×」については、昨

年度の採択の中で既に×がついていた不採択と認識いただければと思います。 

「Ｒ８」は、今年度、新たに加わったものです。 

 

（髙野委員） 

ありがとうございます。 

 

（教育長） 

   議案第１号について、賛成の挙手を求めます。 

 

（教育長） 

   議案第１号は賛成全員で原案どおり議決されました。 

 

 

以上 

 


